
自
動
車
税
の
納
期
限
は
５
月
31
日
㈮

で
す

問
南
魚
沼
地
域
振
興
局 

県
税
部 

収
税
課

　
☎
７
７
２ 
ー 

２
６
６
５

　
納
期
限
内
に
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。

納
付
方
法

　
金
融
機
関
、
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
、

地
域
振
興
局
県
税
部
窓
口
で
納
付
で
き
ま

す
。イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で「
Ｙ
ａ
ｈ
ｏ
ｏ
！

公
金
支
払
い
」
を
利
用
し
て
ク
レ
ジ
ッ
ト

カ
ー
ド
（
V
I
S
A
、
Ｍ
ａ
ｓ
ｔ
ｅ
ｒ
Ｃ

ａ
ｒ
ｄ
、
Ｊ
Ｃ
Ｂ
、
Ａ
ｍ
ｅ
ｒ
ｉ
ｃ
ａ
ｎ 

E
x
p
r
e
s
s
、
ダ
イ
ナ
ー
ス
）
で
も

納
付
で
き
ま
す
。

身
体
障
害
者
な
ど
に
対
す
る
自
動
車

税
・
自
動
車
取
得
税
の
減
免
制
度
の

見
直
し

問
・
申
南
魚
沼
地
域
振
興
局 

県
税
部

　
収
税
課

　
☎
７
７
２ 

ー 

２
６
６
５

　
障
が
い
者
の
社
会
参
加
を
よ
り
一
層
支

援
し
て
い
く
こ
と
や
減
免
制
度
の
趣
旨
・

税
負
担
の
公
平
性
の
観
点
か
ら
自
動
車
税

な
ど
の
減
免
制
度
に
つ
い
て
、
見
直
し
を

行
い
ま
し
た
。
減
免
を
受
け
る
場
合
は
申

請
が
必
要
で
す
。

身
体
障
害
者
手
帳
の
減
免
対
象
等
級
の

拡
大
（
平
成
31
年
４
月
１
日
㈪
～
）

　

視
覚
障
害
４
級
、
上
肢
不
自
由
２
級
、

下
肢
不
自
由
３
級
に
お
い
て
は
、
級

の
一
部
の
み
が
減
免
対
象
で
し
た
が
、

そ
れ
ぞ
れ
の
級
全
体
が
減
免
対
象
と

な
り
ま
し
た
。

減
免
額
の
上
限
設
定

（
令
和
２
年
４
月
１
日
～
）

　

自
動
車
税
は
４
５
，
０
０
０
円
（
総

排
気
量
２
．０
リ
ッ
ト
ル
超
２
．5

リ
ッ
ト
ル
以
下
の
自
家
用
乗
用
車
の

税
額
）、
自
動
車
取
得
税
は
取
得
価
額

２
５
０
万
円
ま
で
を
減
免
額
の
上
限

と
し
ま
す
。

※
一
部
例
外
あ
り

〆
５
月
31
日
㈮
、
ま
た
は
納
税
通
知
書
に

記
載
の
納
期
限
ま
で
に
申
請
し
て
く

だ
さ
い
。

他
詳
し
く
は
、
申
請
窓
口
に
お
問
い
合
わ

せ
い
た
だ
く
か
、
県
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト

（「
に
い
が
た
県
税
の
窓
口
」
で
検
索
）

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

店
舗
バ
リ
ア
フ
リ
ー
改
装
工
事
補
助
金

の
募
集

問
・
申
商
工
観
光
課 

商
工
振
興
班

　
☎
７
７
３ 

ー 

６
６
６
５

　
障
が
い
者
、
高
齢
者
、
妊
産
婦
な
ど
身

体
的
に
行
動
上
の
制
限
を
受
け
る
人
の
社

会
参
加
を
目
的
と
し
て
行
う
、
飲
食
店
、

宿
泊
施
設
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー
改
装
工
事
に

対
し
、
予
算
の
範
囲
内
で
補
助
し
ま
す
。

対
象
施
設
（
す
べ
て
に
該
当
）

・
２
年
以
上
営
業
し
、
改
装
工
事
後
も
営

業
を
継
続
す
る
市
内
の
飲
食
店
、
宿

泊
施
設

・
事
業
者
が
南
魚
沼
市
暴
力
団
排
除
条
例

に
該
当
し
な
い

・
法
人
ま
た
は
事
業
者
に
市
税
の
滞
納
が

な
い

※
こ
の
制
度
で
補
助
金
の
交
付
を
受
け
た

　
施
設
は
対
象
外

対
象
工
事
（
す
べ
て
に
該
当
）

・
市
内
施
工
業
者
が
行
う
10
万
円
（
税

別
）
以
上
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー
改
装
工

事
（
次
の
①
～
③
に
該
当
）

　
①
ト
イ
レ
の
整
備
、
②
腰
掛
便
座
・
手　

　
す
り
・
ベ
ビ
ー
キ
ー
パ
ー
・
お
む
つ
交

　
換
台
の
設
置
、
③
出
入
り
口
や
通
路
の

　
拡
幅
・
段
差
解
消

・
補
助
金
の
交
付
決
定
後
に
契
約
し
、
令

和
２
年
２
月
29
日
㈯
ま
で
に
完
了
す

る
・
施
設
が
賃
借
の
場
合
、
所
有
者
ま
た
は

管
理
者
か
ら
同
意
が
得
ら
れ
る

・
市
の
他
の
補
助
金
の
交
付
を
受
け
て
い

な
い

補
助
金
額

　
補
助
対
象
経
費
の
１
／
２
（
上
限
50
万

円
）

※
１
，
０
０
０
円
未
満
切
り
捨
て

受
付
期
間

申
６
月
３
日
㈪
～
６
月
28
日
㈮

※
予
算
額
に
達
し
次
第
締
切
り

必
要
書
類

　
申
請
書
、
内
訳
が
分
か
る
見
積
書
、
着

　
工
前
写
真
、
工
事
図
面
、
納
税
証
明
書
、

　
実
施
同
意
書
、
誓
約
書
な
ど

他
詳
し
く
は
、
事
前
に
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

「
経
済
セ
ン
サ
ス
‐
基
礎
調
査
」を
実
施

問
企
画
政
策
課 

企
画
班

　
☎
７
７
３ 

ー 

６
６
７
２

　
全
国
の
事
業
所
の
活
動
状
態
な
ど
を
明

ら
か
に
す
る
た
め
、「
経
済
セ
ン
サ
ス
‐

基
礎
調
査
」
を
実
施
し
ま
す
。

調
査
の
対
象

　
す
べ
て
の
事
業
所

調
査
期
間

　
６
月
１
日
㈯
～
11
月
30
日
㈯

調
査
方
法

　
調
査
員
が
活
動
状
態
を
実
地
確
認
し
ま

す
。
新
た
に
把
握
し
た
事
業
所
な
ど
に
は

調
査
票
を
配
布
し
ま
す
。

調
査
結
果
の
利
用

　
国
や
地
方
公
共
団
体
の
行
政
施
策
の
重

要
な
基
礎
資
料
や
、
大
学
や
民
間
の
研
究

機
関
、
学
校
の
教
材
な
ど
に
広
く
利
用
さ

れ
ま
す
。

※
調
査
内
容
の
秘
密
は
、
統
計
法
に
基
づ

き
保
護
さ
れ
ま
す
。
統
計
作
成
以
外

の
目
的
に
使
用
す
る
こ
と
は
あ
り
ま

せ
ん
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